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１ 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ、サル、カラス、ヒヨドリ、ヌートリア、シカ、カワウ 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 広島県尾道市全域 

 

２ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

水稲 

果樹（柑橘類、ブドウ、イチジク、モモ、柿、栗） 

野菜（サツマイモ、ジャガイモ、大根、キヌサヤ、キャベ

ツ、南京、スイカ、トマト） 

１３１.0万円、２.３ha 

２,８４７.0万円、１７.３ha 

６０.0万円、０.２ha 

サル 

果樹（ブドウ、柿） 

野菜全般 

５７５.0万円、３.５ha 

１０．０万円、０．２ha 

カラス 果樹（ブドウ、モモ、柑橘類、イチジク、柿） ５０７.０万円、１５.０ha 

ヒヨドリ 果樹（ハウスブドウ、ブドウ、早生みかん、中晩柑等） ４０７.0万円、１３.０ha 

ヌートリア 水稲 ２.0万円、0.１ ha 

シカ 野菜（大豆） １５.0万円、0.１ ha 

カワウ 魚類（メバル、アイナメ、タイ類、カサゴ、コノシロ等）  ８７７．０万円 、ー 
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（２）被害の傾向 

①イノシシ 

イノシシによる被害は、島嶼部を含め、御調町・原田町・木ノ庄町・美ノ郷町等の中山間部において、４月から

５月にかけてタケノコへ、8、9、10月における水稲、イモ類・野菜等へ、ブドウ・桃・柑橘等の果樹へと農作物全

般に対し発生している。水稲については、防護柵の普及により、水稲への被害は減少傾向にあるが、その周辺

の法面や、水路付近での掘り返しによる、圃場の崩壊被害が増加傾向にある。また、因島地域・瀬戸田町等の島

嶼部における柑橘類への被害は、果実の食害のみならず、幼木・成木の枝折りや根の掘り起こし、園地の石垣

の崩壊等が多数発生しており、被害額が甚大となっている。 

令和３年度捕獲数は、前年度に比べて１３％程度増加しており、1,９４０頭となっている。ここ数年では、２,０

00頭に近づく捕獲実績となっており、被害も特に柑橘類で高止まりの状況となっている。現状においては、

銃器による捕獲或いは止めさしが困難となる市街地への出没が増えており、主に、向東町・向島町・百島町・因

島地域や瀬戸田町の島嶼部や、鳴滝山麓地域、竜王山を取り巻く区域並びに浄土寺山や西國寺周辺区域等の住

宅密集地や市街地に被害を及ぼすとともに、噛みつきによる人身事故や公道における衝突事故、空き家のみ

ならず、一部地域では住居への侵入も発生している状況下にあり、目撃情報や被害報告件数も増加している。 

②サル 

サルによる被害は、特にブドウの産地である木ノ庄町畑・木門田・市原地区或いは隣接する御調町市・河内・

国守地区において、ブドウ・栗・柿等の収穫期に20頭～１０0頭前後の群れが移動しながら被害を及ぼしてい

る。最近では、群れから出た「ハナレザル」が、市街地や民家の庭先に出没し、農作物被害のみならず、人に対

する威嚇行動や、引っ搔かれる等の人身被害も発生している。 

また、最近は、島嶼部においてもサルの目撃情報があり、広範囲におけるサルの生息区域の拡大が懸念さ

れている。 

令和３年度の捕獲数は９頭となっており、最近数年は、くくりわなによる捕獲実績が増加傾向にある。 

③カラス 

カラスによる被害は、向島町・向東町・因島地域・瀬戸田町等島嶼部又は高須町・山波町等果樹・野菜において
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被害が発生している。果樹においてはブドウ・桃・柑橘類・イチジク・柿等の収穫期の食害が、また、野菜におい

てはスイカ・キャベツ・トウモロコシ等の収穫期の食害が深刻となっている。 

令和３年度の捕獲数は２，６０３羽であり、箱わなによる大規模捕獲により、近年は急激に増加している。 

④ヒヨドリ 

ヒヨドリによる被害は、向島町・向東町・因島地域・瀬戸田町等島嶼部の果樹を中心に被害が発生している。

特に柑橘類等の収穫期における食害が発生しており、被害額は増加傾向にある。また、野菜においては浦崎

町・因島地域等のキャベツの産地で被害が発生している。 

令和３年度の捕獲実績は無く、数年ごとの大量襲来があるため、捕獲については極端な傾向にある。 

⑤ヌートリア 

 ヌートリアによる被害は、尾道市内のほぼ全域のため池、河川及び水路に生息情報があり、水稲、野菜、特に

白菜、ホウレンソウ、ニンジン等を中心に被害が増えつつある。島嶼部においても、柑橘の若木及び成木の根

の食害等の被害が発生している。 

 令和３年度の捕獲数は２頭となっているが、被害の増加とともに捕獲実績も増加傾向にある。 

⑥シカ 

 シカによる被害は、野菜・豆類の苗の食害、水稲やヒコバエを食すための水田への侵入、ヒノキ等の樹皮への

被害等がある。主に、御調町・木ノ庄町全般において捕獲実績があり、特に、親子の目撃情報・幼獣の捕獲が増

加しつつあることから、今後、増加の傾向及び農作物被害が増えてくるものと予想される。 

 令和３年度の捕獲頭数は３４頭となっており、ここ数年の捕獲実績は増加傾向にある。 

⑦カワウ 

 カワウによる被害は、尾道市内海域全体で発生しており、魚類、主に、メバル・アイナメ・タイ類・カサゴ・コノシ

ロ等食害の実態がある。 

 被害予想については、被害額が８７７万円程度と推定されている。 

 令和３年度の捕獲実績は無い。カワウ対策については、広島県との連携が不可欠となっている。 
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（３）被害の軽減目標 

指標（被害金額） 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

イノシシ ３,0３８.0万円 2,１２６万円 

サル  ５８５.0万円  ４０９万円 

カラス  ５０７.０万円  ３５４万円 

ヒヨドリ  ４０７.0万円   ２８４万円 

ヌートリア   ２.0万円    １．４万円 

シカ   １５.0万円   １０．５万円 

カワウ ８７７万円（推定）    ６1３万円 

 

指標（被害面積） 実績（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

イノシシ １９.８ha １３.９ha 

サル    ３.７ha  ２.５ha 

カラス  １５.０ha  １０．５ha 

ヒヨドリ    １３.0ha  ９.１ha 

ヌートリア   0.１ha  0.０３ ha 

シカ   0.１ha  0.０３ha 

カワウ ー ー 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策  課題 

捕獲等 

に関す 

る取組 

 

本市では、旧市町単位で捕獲班が整備されてい

るため、それに準じて、広島県猟友会尾道地区と

連携して、尾道市有害鳥獣捕獲対策協議会におけ

る被害発生予察・実施計画に基づき、捕獲を実施し

ている。 

捕獲手段に関して、捕獲班による銃器・わなを

用いた捕獲の実施と併せ、市の貸出箱わなの設置

事業を捕獲班・地元住民と連携して実施している。 

また、箱わなへのアニマルセンサー等設置によ

る効率的な捕獲や、捕獲班員のわな見回り等の負

担軽減を図るための長距離無線式捕獲パトロール

システムの導入を図った。 

令和６年度から参画する一般社団法人広島県鳥

獣対策等地域支援機構（通称tegos）（以下、

tegos）から派遣された専門職員（フィールドアド

バイザー（FA））（以下、FA）に協力を得ることで、

より効率的な捕獲となるよう捕獲の補助を行って

いる。 

高齢化による狩猟者の減少に伴い、捕獲の担い

手の育成が急務となっている。 

さらに、鳥獣は市町の境界を越えて被害を及ぼ

す可能性があるため、周辺の市町と連携した捕獲

の実施についても喫緊の課題となっている。 

また、有害鳥獣の出没に対して銃器使用ができ

ない市街地における捕獲や、近年、被害が増えつ

つあるヌートリア、アライグマ等外来生物種や小動

物の農作物被害及び有害鳥獣の生息状況調査等、

急務の課題がある。 

防護柵 

の設置 

等に関 

する取 

尾道市では、鳥獣防護さく等設置事業として、農

林業者の防護柵設置に対して補助を行っている。 

平成３０年度からは、要綱改正により、市街地出

没防止を目的とする非農林業者で構成する団体に

中山間部においては、防護さくの整備が進みつ

つあるが、島嶼部においては防護さくの普及が急

務となっている。 
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組 よる大規模さく設置に対する補助も行っている。 

また、補助申請者が、防護さくの設置指導を希

望すれば、ｔegosのFAによる実地指導を行って

いる。 

生息環

境管理

その他

の取組 

地域からの要請による出前講座の開催により、

イノシシの生態や地域ぐるみでの取組等の知識の

普及・啓発をtegosのFAと協力しながら、行って

いる。 

また、新規の防護さく設置者に対しては、正しい

設置の仕方を周知・啓発している。 

有害獣の温床となる耕作放棄地の整備や、放任

果樹の除去等に係る地域住民啓発活動や支援が課

題となっている。 
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（５）今後の取組方針 

尾道市における被害防止対策としては、防護さく設置などの「防護」と「有害捕獲」及び「生息環境管理」を組み合

わせて対応することが効果的であると考えている。 

今後は、「防護」については、防護さく設置の普及・啓発に努めるとともに、引き続き設置に対する補助を実施し

ていく。平成23年度の要綱改正による２戸以上で２筆以上を効率的に囲う防護さく設置補助に加え、平成３０年

度からは、市街地出没防止を目的とした町内会等団体の大規模さく設置に対する補助も実施している。 

「捕獲」については、被害情報の提供・捕獲状況の情報交換等、捕獲班との連携を密にしながら捕獲体制を進め

るとともに、ＩＣＴ技術の導入により、捕獲班員の負担軽減を図り、貸出箱わな設置事業の推進及び協力等を実施

していく。また、市内各捕獲班或いは周辺市町との捕獲体制の確立を目指していく。さらに、捕獲に従事する狩猟

後継者の育成対策を講じていく。 

「生息環境管理」については、市民編として「みんなでとりくもう～イノシシが近づきにくい環境づくり」、農家編

として「イノシシの近づきにくい環境づくりに取り組もう!」の冊子により、市民・農家への周知徹底を図るととも

に、アドバイザーとして被害地へ出向き、柵設置、刈り払いによる緩衝帯設置及び放任果樹の除去等の指導や、地

元住民の要請により、出前講座を開催し、有害鳥獣に対する知識の習得と実践的な被害防止に繋がるよう対策を

講じていく。 

今後もtegosに参画することで、鳥獣害に対する、最新の知識と被害防止策を習得する。また、より効果的な防

止策を講じていけるよう、tegosとの協力体制を維持し、住民に対し防護策を周知していく。 

 

※ 今後の計画 

① 捕獲と防護さくの両面での被害防止対策を推進する。 

② 市内全域或いは周辺市町との捕獲体制の確立を目指す。 

③ 捕獲に従事する狩猟後継者の育成対策を講じる。 

④ 有害鳥獣の生息状況及び生態調査を関係機関と連携して進めるとともに、生息環境管理を行う。 



８ 

 

３ 対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 既存の体制（７班・1３４名）により農林業者等からの依頼を受けて、各地区で結成された捕獲班が有害鳥獣の捕

獲を実施していく。 

 大型獣の銃器による捕獲については、半矢を防止するために、ライフル銃を使用する場合がある。 

  尾道有害鳥獣捕獲班第１班（2５名）・尾道有害鳥獣捕獲班第２班（２名）・御調有害鳥獣捕獲班（2７名） 

  向島有害鳥獣捕獲班（７名）・因島有害鳥獣捕獲班（4４名）・瀬戸田有害鳥獣捕獲班（1０名）・瀬戸田わな 

有害鳥獣捕獲班（1９名） 

また、実施隊においては、導入した箱わなの貸し出し設置管理や箱わな設置時の捕獲者へのサポート等、協力

体制を強化していく。 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和5年度 

イノシシ、サル、 

カラス、ヒヨドリ、 

ヌートリア、シカ、 

カワウ 

捕獲班と連携して、国事業を活用し、捕獲機材（箱わな・ＩＣＴ技術等）の導

入を進めると共に、狩猟免許取得のための講習会・試験等の啓発・広報を実

施し、新規免許取得に係る手数料補助、捕獲班員の免許更新補助等、狩猟者

の確保、育成を進めていく。また、効果的な捕獲を行うために、国事業を活

用して有識者による講演会を開催し、技術指導者の育成または市民への啓

発を図る。 

カワウについては、県や近隣市町との連携の上、海域ごとに検討した対

策方法を実施していく。実施については、先進的な捕獲技術について情報

収集し、積極的に技術導入を図るとともに、カワウ被害及び対策について

普及啓発を図る。 

令和６年度 同 上 同 上 

令和７年度 同 上 同 上 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

 広島県鳥獣保護管理事業計画や、第二種特定鳥獣管理計画を踏まえ、適正な捕獲を実施していく。 

① イノシシ 

尾道市においては、最近の捕獲頭数が 令和元年度1,８５０頭、2年度1,７２４頭、３年度1,９４０頭と２,０00頭に

近づく勢いで増加しつつあるため、令和５年度以降の捕獲計画数を２,１00頭とする。それ以降については被害状

況を見ながら、随時変更していくものとする。 

② サル 

サルについても、被害件数が増加しているとともに農作物への被害は深刻である。最近の捕獲頭数が、令和元

年度１７頭、２年度１７頭、３年度９頭であり、特にブドウの収穫時期に畑地区と御調町との境を20頭～１０0頭前

後の群れが行き来し被害をもたらしているため、令和５年度以降についても継続して群れを分散させないよう捕

獲に取り組むこととし、捕獲計画数を20頭とする。 

③ カラス 

カラスについては、吉和町・木ノ庄町畑・高須町・山波町・島嶼部等の主に市内の特産物に係る果樹・野菜への食

害が深刻となっており、特にその収穫期に被害が集中している。平成２９年度からの箱わなによる捕獲により、急

激に捕獲羽数が増加しており、令和元年度 2,３７４羽、2年度 １,８７２羽、３年度 ２,６０３羽と推移しており、令和

５年度以降も継続して、箱わな及び銃器による捕獲を行っていくこととし、捕獲計画数を２,７00羽とする。 

④ ヒヨドリ 

ヒヨドリについても、カラスと同様に果樹、野菜への被害があるが、捕獲実績は、各年度に大幅な推移があり、

令和元年度 ０羽、２年度 １０４羽、３年度 0羽となっており、令和５年度以降も継続して捕獲を行っていくことと

し、捕獲計画数は300羽とする。 

⑤ ヌートリア 

 ヌートリアについては、ほぼ全市域に生息情報があるが、特に野菜・果樹について浦崎町・御調町・因島地域に被

害が増えつつある。捕獲実績は、令和元年度 ８頭、2年度 ４頭、３年度 ２頭と推移しており、令和５年度以降も継
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続して捕獲に取り組むこととし、捕獲頭数を20頭とする。 

⑥ シカ 

 シカについては、御調町・木ノ庄町・栗原町で捕獲実績、目撃情報があり、捕獲実績については、令和元年度 ３３

頭、2年度 ４１頭、3年度 ３４頭であり、幼獣の捕獲も多くなっていることから、生息数も増えていると推察され

る。特に、林業におけるヒノキの新芽・樹皮の食害や野菜・水稲の食害について被害が増えつつあり、令和５年度

以降も継続して捕獲に取り組むこととし、捕獲頭数を５０頭とする。 

⑦ カワウ 

 カワウについては、近年、市内海域全体における漁業被害が深刻化している。捕獲については、コロニーからの

追い払いを主体に対策が行われているため、近年の実績は無い。 

特に、カワウ対策については、県、近隣市町及び尾道市水産振興協議会と協議・連携を図りながら進めていくこ

ととなっており、対策方針によっては、内水面のみならず海域での捕獲活動の機会も増えると予想されることか

ら、令和５年度以降の捕獲数は100羽とする。 

※①・②・⑤・⑥・は銃器・わな（箱わな・くくりわな）、③は銃器・箱わな、④・⑦は銃器を用いて捕獲を行う。 

 

対象鳥獣 

捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ ２１00 ２１00 ２１00 

サル 20 20 20 

カラス ２７00 ２７00 ２７00 

ヒヨドリ 300 300 300 

ヌートリア 20 20 20 

シカ 5０ 5０ 5０ 

カワウ 100 100 100 
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捕獲等の取組内容 

イノシシ・サル・シカ・ヌートリアについては、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を利用し、箱わなを購入し銃器・

わなを用いて4月1日から11月14日、翌年の3月1日から3月31日に予察捕獲を行う。 

カラス・ヒヨドリ・カワウについては、銃器（カラスは箱わなも含む）を用いて4月1日から11月14日、翌年の2

月16日から3月31日に予察捕獲を行う。 

対象区域は尾道市内全域である。なお、原則として区域は旧地域単位で分けるものとするが、各捕獲班が臨機

応変に協力体制を取れるよう、尾道市全域としている。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

イノシシ、シカ等の大型獣類の捕獲については、半矢を防ぎ、より確実な捕獲を行うために、場合によっては射

程距離が長く、遠距離からでも命中率の高いライフル銃を使用する必要がある。 

実施時期は、４月１日から１１月１４日、翌年３月１日から３月３１日に行い、区域は尾道市全域（銃器使用可能場

所）とする。 

また、人身被害のおそれがある場合は、警察の立会いの下、使用する。 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当無し 該当無し 
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４ 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

サル 

ヌートリア 

シカ 

電気さく  20,000m 

金網    20,000m 

トタン板   500 m 

電気さく 20,000m 

金網   20,000m 

トタン板   500 m 

電気さく 20,000m 

金網   20,000m 

トタン板   500 m 

カラス 

ヒヨドリ 

防鳥ネット  500 m 防鳥ネット  500 m 防鳥ネット  500 m 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

サル 

ヌートリア 

シカ 

 防護柵設置後は、柵周辺の刈

り払いを行い、侵入箇所の有無

の確認やその補修及び補強を

図るよう、また、柵周辺に出没

する場合には、複数人による追

い払い及び山への追い上げを

行うよう指導する。 

同 左 同 左 

カラス 

ヒヨドリ 

 防鳥ネット設置後は、侵入箇

所の有無の確認やその補修及

び補強を行うよう指導する。 

同 左 同 左 
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５ 生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年 度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

イノシシ 

シカ 

サル 

被害防止に関する普及啓発として、市民編及び農家編として市が作成

した冊子により、市民・農家への周知徹底を図るとともに、アドバイザー

として被害地へ出向き、地域ぐるみで取り組み可能な柵設置、刈り払い

による緩衝帯設置及び放任果樹の除去等の指導を行う。 

また、地元住民の要請により、出前講座を開催し、有害鳥獣に対する知

識の習得と実践的な被害防止に繋がるような対策を普及啓発していく。 

令和６年度 同上 

Tegosと協力体制を維持することで、以下の取組により効果的な防止

策となるよう努める。 

被害防止に関する普及啓発として、市民編及び農家編として市が作成

した冊子により、市民・農家への周知徹底を図るとともに、アドバイザー

として被害地へ出向き、地域ぐるみで取り組み可能な柵設置、刈り払い

による緩衝帯設置及び放任果樹の除去等の指導を行う。 

また、地元住民の要請により、出前講座を開催し、有害鳥獣に対する知識

の習得と実践的な被害防止に繋がるような対策を普及啓発していく。 

令和７年度 同上 同上 
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６ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する

事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役  割 

広島県東部農林水産事務所

林務課自然保護係 

違法わな等により捕獲されている場合の調査又は狩猟取締り 

尾道警察署・福山西警察署 

住民の安全確保、違法わな等による捜査、不測の事態が生じた場合の警職法第

４条第１項の措置 

尾道市 住民の安全確保、追い払い、捕獲班への指示、有害鳥獣捕獲許可申請・許可 

広島県猟友会尾道地区 

（尾道市有害鳥獣捕獲班） 

追い払い、捕獲・止めさし（銃器又はそれ以外の方法） 

（２）緊急時の連絡体制 

                                            捕獲許可申請 

                                              捕獲許可 

                            通      出           出動依頼 

            通 報            報      動 

                      通 報               出 動 

                      出 動             追払い・捕獲 

 

     連 絡        通 報       出 動                   出 動 

                  連 絡               出動依頼 

 

 

 

・県動物愛護センターに出動を要請する場合 

・人身事故が発生した場合 

東部農林水産事務所 

林務課自然保護係 
環境県民局 

自然環境課 

県動物愛護センター 

（食品生活衛生課経由） 

 

現 場 

 

 

住 民 

 

 

警 察 署 

 

捕 獲 班 

尾 道 市 

（捕獲許可申請・許可） 

 

市 長 
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７ 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲現場で埋設、または解体処理施設で解体後に焼却処理場へ運搬し、焼却する。 

 

８ 捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 

捕獲等をした対象鳥獣の有効利用については、処理加工施設の確保、

同施設の管理運営、経済性、食肉検査等安全衛生面、販路の模索等の検討

すべき懸案事項があり、当面は各地の情報収集に努めていく。 

ペットフード 

皮革 

その他（油脂、骨製品、角製品、動物

園等でのと体給餌、学術研究等） 

（２）処理加工施設の取組 

該当なし 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

該当なし 

９ 被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 尾道市有害鳥獣捕獲対策協議会 

構成機関の名称  役割 

尾道市役所産業部農林水産課 事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整を行う。 

広島県猟友会尾道地区 有害鳥獣関連情報の提供と有害鳥獣捕獲の実施を行う。 

尾道市農業協同組合、三原農業協同組合、 

尾道市水産振興協議会 

対象地（海）域を巡回し、技術指導・情報提供・捕獲協力を行

う。 

尾三地方森林組合 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

尾道警察署、福山西警察署 

オブザーバーとして尾道市有害鳥獣捕獲対策協議会に参加

し、有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

福山市、三原市、世羅町、府中市 

有害鳥獣関連情報の提供並びに市町境の捕獲許可事務手続

き等を行う。 

広島県東部農林水産事務所林務課自然保護係 

広島県東部農林水産事務所尾道農林事業所農村 

振興課産地推進係 

オブザーバーとして尾道市有害鳥獣捕獲対策協議会に参加

し、有害鳥獣関連情報の提供並びに被害防止技術の情報提

供、その他必要な援助を行う。 

広島県東部農業技術指導所 技術指導等を行う。 

一般社団法人広島県鳥獣対策等地域支援機構 

野生鳥獣による農作物被害等の更なる被害低減のため、市

内全域で活動を行う。 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

尾道市鳥獣被害対策実施隊は、平成23年12月6日に設置され、市長が指名した市職員により編成されてい

る。 

わな免許所持者５名を含む、計1２名が構成員として配置されており、市役所本庁及び各支所単位で、有害鳥獣

の捕獲、防護柵の設置及びその他の被害防止対策に関する事項を所掌している。 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

一般社団法人広島県鳥獣対策等地域支援機構に参画し、鳥獣被害防止対策に係る専門的な助言、指導を行うこ

とによって、集落等が主体的に防除活動を実施できるよう体制整備を行う。 

 

１０ その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

該当なし 

 


